
契約締結後の前払金請求について

k工事・業務番号

工事・業務名

請負代金の前払金として 一式

前払い金額

※工事：請負代金額の１０分の４以内。

役務：請負代金額の１０分の３以内。

総請負代金 円

残 額 円

上記金額



契約締結後の前払金請求について

前金払について
　工事：請負代金額が２５０万円以上で工期が５０日以上の工事が対象。
　役務：請負代金額が１００万円以上で履行期間が５０日以上の役務（設計）が対象。

前金払の率
　工事：請負代金額の１０分の４以内（１０万円未満を原則切捨。）。
　役務：請負代金額の１０分の３以内（１０万円未満を原則切捨。）。

提出書類（契約締結後※）
１　公共工事前払金保証証書
２　公共工事前払金保証証書　写　　　北海道建設業信用保証株式会社より
３　前払金使途内訳明細書
４　前払金の請求書　（指定の請求書）
　※ 契約日以後の日付で作成すること。
５　契約保証　（契約金額の１０％以上。）※設計金額２５０万円以上（税込み）の
　工事のみ。
　※ 支出決定書をお持ちで無い場合は、公社１Ｆ経理担当係にてご購入いただ
　　けます。


